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参考資料１ 用語説明 
あ行 

■アダプト制度（P2、4、5、19、33、37 掲

載） 

アダプト（adopt）とは英語で「養子にす

る」の意味があり、街路樹（植樹帯）などを

「養子」とみたて、市民が「里親」となり、

植樹帯を中心とした道路の維持管理を地域、

企業と市が協働で行うものです。 

■市立公園（P3 掲載） 

 都市公園等に、条例等に基づき都市計画

区域外（旧安富町、旧夢前町、旧家島町）に

設置している公園を加えたものです。 

■運動公園（P3 掲載） 

都市住民全般の主として運動の用に供す

ることを目的とする公園で、その敷地面積

は都市規模に応じ１箇所当り 15～75ha

が標準とされています。 

 

か行 

■街区公園（P3 掲載） 

主として街区内に居住する者の利用に供

することを目的とする公園で、街区内に居

住する者が容易に利用できるように配置し、

その敷地面積は、1 箇所当り 0.25ha が標

準とされています。 

■河川緑地（P3、35 掲載） 

河川区域内に河川占用している都市公園

のことです。 

■河畔林（P32 掲載） 

洪水などの影響を受ける不安定な立地の

河原に生育している樹林のことです。

■緩衝緑地（P3、26、35 掲載） 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、

緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の

防止を図ることを目的とする緑地で、公害、

災害発生源地域と住居地域、商業地域等と

を分離遮断することが必要な地域について

公害、災害の状況に応じ配置します。 

 

■企業の社会的責任（ＣＳＲ活動）（P2、4、

19、32、33、37、38 掲載） 

企業活動において、社会的公正や環境な

どへの配慮を組み込み、従業員、投資家、地

域社会などの利害関係者に対して責任ある

行動をとるとともに、説明責任を果たして

いくことを求める考え方です。 

■近隣公園（P3 掲載） 

主として近隣に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園で、近隣に居住す

る者が容易に利用できるように配置し、そ

の敷地面積は、1 箇所当り 2ha が標準とさ

れています。 

■グリーンインフラ（P1、34、35 掲載） 

社会資本整備や土地利用活用等のハー

ド・ソフト両面において、自然環境が有する

多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある

地域づくりを進める取組のことです。 

 

さ行 

■里山（P2、4、19、24、30、31、32 掲載） 

市街地や集落周辺にある丘陵及び低山帯

に広がる二次林帯です。 
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■市街化区域・市街化調整区域（P7 掲載） 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、

市街化区域は市街地として開発・整備を図

る区域で既に市街地を形成している区域及

び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市

街化を図る区域のことです。市街化調整区

域は市街化を抑制する区域のことです。 

 

■施設緑地（P3、14、15、37 掲載） 

主に行政が一定区域内の土地等を所有、

もしくは設置している、公園緑地等を対象

としています。具体的には、市立公園等に広

場（市民広場、スポーツ広場公園、チビッコ

広場）、墓園、その他（未告示の公園）を加

えた公園や緑地、広場などのことです。 

■自然公園（P4、17、24、31、32 掲載） 

自然公園法に基づき、優れた自然の風景

地を保護するとともに、国民の保健に資す

ることを目的とする公園のことです。自然

公園区域では国有地、公有地のほか民有地

も含まれるため、一定の条件下で農業、林業

などの産業活動を許容しています。 

本市には、西播丘陵県立自然公園、播磨中

部丘陵県立自然公園、雪彦峰山県立自然公

園、瀬戸内海国立公園があります。  

■自然緑地保護地区（P4、32 掲載） 

山林等市域内に自然を残すために保護す

ることが必要な地区のことです。 

■住区基幹公園（P3 掲載） 

主として近隣住区内の住民の安全で快適

かつ健康的な生活環境及びレクリエーショ

ン、休養のためのスペースを確保し、住民の

日常的な身近な利用に供するために、近隣

住区を利用単位として設けられる基幹的な

公園で、その機能から街区公園、近隣公園、

地区公園に区分されます。 

■樹林地等（P4、30、31 掲載） 

本計画における樹林地等は公園、宅地、農

地等の緑を除いた森林法に基づく森林を対

象としています。面積は兵庫県策定の「地域

森林計画」に基づいています。 

■水源涵養機能（P31 掲載） 

土壌中に雨水を保水するとともに、河川

への急激な流出を防ぐことにより洪水を緩

和させる機能のことです。 

■スポーツ広場公園（P3、5、25、35 掲載） 

市民の健康増進に寄与することを目的と

して姫路市のスポーツ広場公園設置要綱に

基づき、市内の空閑地等を活用して市が設

置する広場のことです。 

■設置管理許可制度（P33 掲載） 

都市公園法第 5 条第 1 項の規定より、

公園管理者以外の者が都市公園に公園施設

（飲食店、売店等を含む）を設置又は管理す

ることについて、公園管理者が与える許可

制度のことです。 

■総合公園（P3 掲載） 

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、

運動等総合的な利用に供することを目的と

する公園で、その敷地面積は、都市規模に応

じ１箇所当り 10～50ha が標準とされて

います。 

 

た行 

■地区公園（P3 掲載） 

主として徒歩圏内に居住する者の利用に

供することを目的とする公園で、徒歩圏内

に居住する者が容易に利用できるように配

置し、その敷地面積は、1 箇所当り 4ha が

標準とされています。 

  



44 

■チビッコ広場（P3、5、25、35 掲載） 

幼児の遊び場等に供する民意による善意

の遊び場として、チビッコ広場開設要綱に

基づき、自治会等が当該地域内の適切な場

所（更地）に設置し管理する広場で、市は広

場整備の助成を行います。 

■動植物保護地区（P4、32 掲載） 

野生動物の生息地（渡来地及び繁殖地を

含む）または、野生植物の生息地であってそ

れら動植物の保護または繁殖を図るために

保護することが必要な地区のことです。 

■特殊公園（P3 掲載） 

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等

特殊な公園で、その目的に則し配置されま

す。 

■都市基幹公園（P3 掲載） 

主として一つの市域内に居住する者の安

全で快適かつ健康的な生活環境及びレクリ

エーション、休養のためのスペースを確保

するために、都市を単位として設けられる

基幹的な公園で、その主たる機能から総合

公園及び運動公園に区分されます。 

■都市計画区域（P2、3、7、14 掲載） 

都市計画法その他の関係法令の適用を受

けるべき土地の範囲（本市では旧姫路市と

旧香寺町）であり、一体の都市として総合的

に整備し、開発し、及び保全する必要がある

区域のことです。本市においては、市域面積

の 58％が都市計画区域となっており、都市

計画区域は市街化区域と市街化調整区域と

に区分されています。 

■都市計画公園（P1、4、24、31、34 掲載） 

都市計画法に基づき都市計画決定してい

る公園・緑地のことで、整備済みのものと未

整備のものがあります。 

■都市公園（P1、3、5、14、25、34、35、37

掲載） 

都市公園法に基づき、自治体等が設置し

ている整備済の都市計画公園や都市計画区

域内の都市計画決定されていない公園・緑

地のことです。 

■都市公園等（P3掲載） 

都市公園（都市公園法に基づき設置する

公園）に条例等に基づき都市計画区域内に

設置している公園を加えたものです。 

（都市公園法に規定しない運動公園）球技

スポーツセンター、豊富グラウンド、シーサ

イドゴルフ場。 

（都市公園法に規定しない特殊公園）そう

めん滝自然公園、太尾自然公園、牧野自然公

園、藤ノ木自然公園。 

■都市緑地（P3 掲載） 

主として都市の自然的環境の保全ならび

に改善、都市景観の向上を図るために設け

られている緑地であり、1 箇所当り面積

0.1ha 以上を標準として配置します。 

ただし既成市街地等において良好な樹林

地等がある場合あるいは植樹により都市に

緑を増加または回復させ都市環境の改善を

図るために緑地を設ける場合にあってはそ

の規模を 0.05ha 以上とします。 

 

は行 

■Park-PFI（P33 掲載） 

平成 29 年の都市公園法改正により新た

に設けられた、飲食店や売店等の公園利用

者のための利便施設の設置と、施設から生

ずる収益を活用して周辺の園路、広場等の

公園施設の整備・改修等を一体的に行う者

を、公募により選定する「公募設置管理制

度」のことです。 
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■播磨国風土記（P24 掲載） 

八丈岩山、薬師山、秩父山（水尾山）、神

子岡、姫山等市街地に点在する小丘は播磨

風土記に記される国産みの舞台であり、市

街地に浮かぶ緑の島となっています。 

■ビオトープ（P24、32 掲載） 

ドイツ語で生物を意味する「Bio」と場所

を意味する「Tope」との合成語で、直訳す

れば「生物生息空間単位」となり、単に植物

があるだけの「緑」とは異なり、あくまでも

特定の生物が生息していくことができるよ

うな生態学的に見ても良好な環境を有する

空間を指します。 

■姫路市自然保護条例（P32 掲載） 

市民ぐるみで都市の緑化、自然の保護な

どを推進し、自然と生活の調和を図ること

を目的として昭和 46 年から施行していま

す。 

■風致公園（P3 掲載） 

主として風致（自然の風景などのおもむ

き、 味わい）の享受の用に供することを目

的とする都市公園のことです。 

■保安林（P4、16、31、32 掲載） 

木材の生産という経済的機能よりも、災

害の防止、他産業の保護その他の公共の福

祉の増進を目的として、森林法により一定

の制限、義務が課せられた森林のことです。

保安林においては、立木竹の伐採等一定の

行為を行う際には県知事の許可が必要です。 

■保全配慮地区（P4、31、32 掲載） 

緑地保全地域や特別緑地保全地区以外の

区域で重点的に緑地の保全に配慮を加える

べき地区のことです。 

 

 

■保存樹（P4、19、32 掲載） 

市民に親しまれもしくは由緒由来がある

樹木（樹林を含む）、優れた美観を呈する樹

木または貴重な樹木で保護することが必要

な樹木で、自然保護審議会により指定され

た樹木のことです。 
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参考資料２ 具体的施策の説明 
『みんなで緑を守ります』に関する施策 

保安林・自然公園 

参考資料１の保安林、自然公園欄を参照 

造林事業 

林業振興を目的とした民有林の間伐・枝打ち・作業道整備への助成、水源涵養や土砂災

害防止の機能が低下した人工林の間伐などに取組み、林業振興・森林保全を推進する事業

です。 

緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例） 

兵庫県条例である、緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例）は、緑を軸とし、

広域的な見地から土地利用を考えながら、自然に配慮した開発を誘導することにより、自

然と調和した地域環境の形成を図ろうとする条例です。 

本市では都市計画区域外が対象となっています。 

保存樹・保護地区 

姫路市自然保護条例に定められる自然環境等の保護を推進するための制度で、保護地区

には自然緑地保護地区、景観保護地区、動植物保護地区があります。 

保全配慮地区 

参考資料１を参照 

里山防災林整備 

集落裏山の里山林では、地域住民の自主的な管理や防災の備えのための防災機能の強化

が求められていることから、集落の裏山の森林整備に併せて簡易な防災施設（柵工、筋工

等）の設置や歩道整備を行う事業です。（県） 

緊急防災林整備 

台風等風水害により、多大な風倒木被害や山崩れが発生した急傾斜地等の間伐対象森林

において、急傾斜や斜面形状等により山地災害防止機能の高度発揮が求められる 45 年生

以下のスギ・ヒノキ林で、森林管理 100％作戦により間伐を実施した森林を対象に、早

期・確実に防災機能を図ることを目的として、間伐木を利用した土留工の設置などを行う

事業です。（県） 

レクリエーションファーム 

P19 を参照  
『みんなで緑を活かします』に関する施策 

ひめじ街路樹アダプト制度の推進 

P19 を参照 

地域緑化用草花・樹木配布事業 

P19 を参照 

オープンガーデン事業 

P19 を参照 

住民参画型森林整備事業 

P19 を参照    
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緑化指導員による地域への緑化指導・相談事業 

地域緑化を推進するため（一財）姫路市まちづくり振興機構から指導員を１名配置し、

市民等に対し緑に関する専門的なアドバイスなどを行う事業です。 

緑化イベント 

P20 を参照 

企業の森づくり 

環境保全等社会貢献に関心の高い企業や団体等が豊かな自然環境を活用しながら、地域

の人々とともに森林保全に参画する制度です。（社）兵庫県緑化推進協会が企業等への活

動フィールドの斡旋や活動計画の助言・提案を行う一方、企業は活動支援の申し込みや緑

の募金への協力を行います。（県） 

公園愛護会 

公園愛護会とは、自分たちに身近な公園について、いつも気持ちよく利用できるよう

に地元の自治会や子ども会などが中心となって組織された団体で主に清掃と除草活動を

行います。また、公園に対する要望も公園愛護会を通じて行います。   
『みんなで緑を創ります』に関する施策 

ひめじ花と緑のコンクール 

P20 を参照 

緑のカーテンコンテスト 

P20 を参照 

記念樹の配布 

P19 を参照 

兵庫県環境の保全と創造に関する条例 

ゆとりと潤いのある美しい環境を創造するために兵庫県が定めた条例で、平成１８年

の条例改正により市街化区域内の一定規模以上の建築物及びその敷地について、緑化の

義務付けがされています。 

地区計画 

それぞれの地区の特性を活かした個性的で良好な環境の街区の整備及び保全を図るこ

とを目的として、都市計画法第 12 条の 5 の規定に基づき、一体的な街区について、主

として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園等の施設の整備、建築物の建築、塀

や柵の構造等に関し必要な事項を一体的かつ総合的に定めて街区内の開発行為等を規

制、誘導していくため市が都市計画として定める制度のことです。 

緑地協定 

地域住民の協力により良好な街区環境を創出する制度で、土地所有者等の合意によっ

て緑地の保全や緑化に関する協定を締結し、保全又は植栽する樹木等の種類や場所、か

き又は柵の構造などについて定めることができます。 

県民まちなみ緑化事業 

市街化区域等において、都市における環境の改善や防災性の向上等を図るため、県民

緑税を活用し、住民団体等が実施する植樹や芝生化などの緑化活動に対して支援を行う

事業です。（県）    
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河川環境整備事業 

人々が川とのふれあいを通じて心を豊かにし、潤いを得ることができるよう河川環境

を整備するもので、緑化の促進や親水性の高い護岸の整備などを行う事業です。 

グリーンインフラの導入計画策定 

「緑の基本計画」に盛り込まれた目標に沿ってグリーンインフラの導入計画を策定し、 

この導入計画に基づいて公園緑地の整備や公共公益施設の緑化、民間建築物の緑化などに

取組む自治体や民間事業者に対して財政的に支援が行われます。 

 

  



49 

参考資料３ 緑のまちづくりに関するアンケート調査の概要 

１．調査概要 

（１）調査概要 

■ 調査地域：姫路市全域 

■ 調査対象：満 20 歳以上の住民 2,000 名 

■ 抽出方法：住民基本台帳による無作為抽出 

■ 調査方法：郵送配布、郵送回収 

■ 調査期間：平成 30 年 12 月 13 日～12 月 28 日 

■ 調査内容：次ページ以降に掲載 

 

 

（２）回収結果 

■ 全体回収結果 

世帯数※ 配布数 配布率 回収数 回収率 

218,957 世帯 2,000 通 0.91％ 791 通 39.6％ 

※平成 30 年 12 月 1 日時点の世帯数    
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市民の皆様には、日頃から市政へのご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

姫路市では、「姫路市緑の基本計画」を平成 10 年 3 月に策定し、公園の整備や都市の

緑化などを進めております。その後、平成１６年８月と平成 2４年 3 月に改訂をおこなっ

ておりますが、最終の改訂から６年経過しており、社会情勢の変化や新たな国の施策へ対

応するために新たに改訂を進めることとなりました。 

この調査は、公園緑地の満足度や緑をいかした都市づくりについて市民の皆様のお考え

をお伺いし、計画策定の基礎資料とすることを目的としています。 

つきましては、姫路市にお住まいの 20 歳以上の皆様の中から 2,000 名を無作為に選

ばせていただき、アンケート調査をお願いすることといたしました。 

調査は無記名で行い、回答は統計的に集計しますので、個人が特定されることはありま

せん。また、調査の目的以外には一切使用いたしませんので、ご回答いただいた方に対し

て、ご迷惑をおかけすることはございません。 

何かとご多忙とは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

                          平成３０年１２月 

姫 路 市 長   石 見 利 勝 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

緑の基本計画で対象とする「緑」と

は、公園や広場、山や丘陵地の緑地のほ

か、社寺林、農地、河川・海岸線などの

水辺、街路樹、公共施設や住宅の庭、工

場の緩衝緑地など多岐にわたります。 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

姫路市緑のまちづくりに関するアンケートのお願い 

緑とは？ 
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－ ご記入にあたってのお願い － 

 

１．アンケートには、できるだけ封筒のあて名の方がお答えください。ご本人が、

長期不在などで回答が困難な場合は、ご家族の方などが代わりにお答えく

ださい。 

２．調査票および返信用の封筒には、お名前を記入する必要はありません。 

３．各質問への回答は、この調査票に直接記入してください。 

４．誠に勝手ながら、設問によっては、回答できる数を指定させていただいてお

ります。必ず、指定の数を守ってお答えください。（例えば、「２つまで

お答えください」のところで３つ以上回答されている場合、集計者は意図的

に２つを選ぶことができないため、その設問は無効回答扱いとなります） 

５．回答が終わった調査票は、同封の返信用封筒に入れ、１２月２８日(金)

までに郵便ポストに投函してください。切手は不要です。 

６．ご協力いただいた調査結果については、市ホームページにおいて公表いたし

ます。 
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あなた自身のことについておたずねします 

 

問１：性別についておたずねします。（○は１つだけ） 

１．男性 ２．女性 

 

問 2：年齢についておたずねします。（○は１つだけ） 

１．20 歳～29 歳    ２．30 歳～39 歳    ３．40 歳～49 歳 

４．50 歳～59 歳    ５．60 歳～69 歳    ６．70 歳～79 歳 

７．80 歳以上 

 

問３：職業についておたずねします。（○は１つだけ） 

１．農林漁業・水産業   ２．自営業・自由業   ３．会社員・公務員 

４．パート・アルバイト  ５．専業主婦      ６．学生 

７．無職         ８．その他 

 

問４：姫路市（合併前の旧町も含む）に住まわれてからの年数についておたずねします。

（○は１つだけ） 

１．１年未満 ２．１年以上～５年未満 

３．５年以上～10 年未満 ４．10 年以上～20 年未満 

５．20 年以上～30 年未満 ６．30 年以上 
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問５：お住まいの地域についておたずねします。下図よりお住いの地域に該当する番号に

〇をしてください。（〇は１つだけ） 

また、お住まいの地域がわからない場合は下の欄内に町名等をお書きください。 

 

 

お住まいの地域がわからない場合は、以下の欄にお住まいの町名等をお書き下さ

い。 

姫路市       区        町         

（記入例： 飾磨区 天神町， 香寺町 溝口， 安田 など） 

 

 
 

１１ 安 富 

安富南 
安富北 

２ 中部第二 

城陽 
手柄 
荒川 
高岡 
安室 
安室東 
高岡西 

９ 西 部 

曽左 
白鳥 
太市 
林田 
伊勢 
峰相 
青山 

１２ 夢 前 

置塩 
古知 
前之庄 
莇野 
上菅 
菅生 

１３ 香寺 

中寺 
香呂 
香呂南 

３ 北 部 

城北 
広峰 
水上 
砥堀 
増位 
豊富 
山田 
船津 

４ 東 部 

花田 
四郷 
御国野 
別所 
谷外 
谷内 

５ 灘 

白浜 
八木 
糸引 
的形 
大塩 

６ 飾 磨 

飾磨 
津田 
英賀保 
高浜 
妻鹿 

７ 広 畑 

広畑 
広畑第二 
八幡 
大津 
南大津 

８ 網 干 

大津茂 
網干 
旭陽 
勝原 
余部 
網干西 

１０ 家 島 

家島 
坊勢 

１ 中部第一 

白鷺 
野里 
城東 
東 
船場 
城西 
城乾 

安富 

夢前 

香寺 

香寺 

家島 
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緑の現状についておたずねします 

 

問６：姫路市の緑や公園・緑地についてどのようにお考えですか。 

（○は各項目の１～５のうち１つだけ） 

 
満
足 

概
ね
満
足 

少
し
不
満 

不
満 

わ
か
ら
な
い 

例： A 姫路市全体の緑や自然環境などの豊かさ 1 2 3 4 5 

自
然
的
な
緑
や
環
境
な
ど 

A 姫路市全体の緑や自然環境などの豊かさ 1 2 3 4 5 

B お住まいの地区の身近な緑や自然環境の豊かさ 1 2 3 4 5 

C 山林や丘陵地などの環境保全や遊歩道整備 1 2 3 4 5 

D 自然海岸や河川、ため池などの環境保全や活用 1 2 3 4 5 

E 農地の保全・活用 1 2 3 4 5 

公
共
的
な
施
設
等
の
緑
や
公
園
な
ど 

F 幹線道路の街路樹やポケットパークなどの緑 1 2 3 4 5 

G 姫路城周辺や駅周辺などの緑 1 2 3 4 5 

H 社寺や古墳などの歴史的な緑 1 2 3 4 5 

I 子どもが遊べる身近な公園や、気軽に散策できる緑道 1 2 3 4 5 

J スポーツやイベントなども行える比較的大きな公園や広場 1 2 3 4 5 

Ｋ 公共的な施設の壁面や敷地の緑 1 2 3 4 5 

Ｌ 健康遊具やバリアフリーなど高齢者の利用に配慮した公園 １ ２ ３ ４ ５ 

民
間
施
設
の
緑
や
緑
化
に
対
す
る
支
援

Ｍ 庭木や生垣など身近な住宅地の緑 1 2 3 4 5 

Ｎ 市街地内の工場や事業所、事務所ビルなどの壁面や敷地の緑 1 2 3 4 5 

Ｏ 臨海部の工場や事業所、事務所ビルなどの壁面や敷地の緑 1 2 3 4 5 

Ｐ 緑の保全や創出などへの関心を高めるための取組 1 2 3 4 5 

Ｑ 緑や自然環境の保全・創出などに関する活動や取組への支援 1 2 3 4 5 

Ｒ 広報や市ホームページなどによる緑に関する情報提供 1 2 3 4 5 

そ
の
他 

Ｓ 
その他 

（具体的に：                     ） 
1 2 3 4 5 
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問７：あなたがここ１年以内に利用した場所やおこなったことは何ですか。 

（○はいくつでも） 

公園で、 

 

１．公園遊具を使って遊ぶ 

２．野球やサッカー等のスポーツの練習や試合を行う 

３．走ったりボール遊びなどをして楽しむ 

４．ウォーキングやラジオ体操、健康遊具などで体を動かす 

５．食事や休憩等ゆっくり過ごす 

６．イベントに参加 

７．散策や森林浴、自然観察や風景を楽しむ 

社寺や古墳など風格や歴史を感じる場所で、 

 

８．食事や休憩等ゆっくり過ごす 

９．イベントに参加 

１０．散策や森林浴、自然観察や風景を楽しむ 

農地や庭で、 

 
１１．市街地内の農地や庭で農作や家庭菜園 

１２．市街地外（郊外）の農地や庭で農作や家庭菜園 

山林や丘陵地で、 

 
１３．食事や休憩等ゆっくり過ごす 

１４．散策や森林浴、自然観察や風景を楽しむ 

自然海岸や河川、ため池などの水辺空間で、 

 
１５．食事や休憩等ゆっくり過ごす 

１６．散策や自然観察、風景を楽しむ 

その他 

 １７．具体的に（                              ） 
 

  

緑の利用についておたずねします 
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問８：今後、市内のどのような緑を守ったり増やしたりすべきだと思いますか。 

（○は３つまで） 

分類 選択項目 

都
市
環
境
に 

関
す
る
緑 

１． 大気を浄化して、騒音をやわらげる緑 

２． 都市部のヒートアイランド現象をやわらげる緑 

３． 植物や動物、昆虫などの生態系を保全する緑 

景
観
形
成
に 

関
す
る
緑 

４． 森林や河川や田畑など、人にうるおいを与え、心をなごませる緑 

５． 建物や道路などの、人工的な施設の周辺の景色を整える緑 

６． 都市に風格や落ち着きを与える緑 

防
災
に 

関
す
る
緑 

７． 火事の延焼などを防止する緑 

８． 災害時の避難場所を提供する緑 

９． 洪水やがけ崩れなどの災害を防止する緑 

健
康
・
レ
ク
リ 

エ
ー
シ
ョ
ン
に 

関
す
る
緑 

10． 散策などの場を提供する緑 

11． 休憩などの場を提供する緑 

12． スポーツや野外レクリエーションなどの活動の場を提供する緑 

その他 13． その他（具体的に：                ） 

 

今後の緑のまちづくりについておたずねします 
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問９：緑を守り、増やすために姫路市ではどのような施策を重点的に進めるべきとお

考えですか。（○は２つまで） 

１．市民の緑化意識や環境意識を高める普及啓発活動 

２．道路や学校などの公共空間、住宅や工場など民有地の緑化の促進 

３．身近な場所で新たな公園や緑地の整備 

４．新たにスポーツやイベントなどもできる比較的大規模な公園の整備 

５．既存の公園や緑地のリニューアル等による設備面の充実 

６．既存の公園から遊具や設備等の撤去による施設の簡素化 

７．山林や丘陵地、自然海岸や河川、ため池などの保全 

８．農地の保全・活用 

９．風格や歴史を感じる緑や公園・歴史的な緑の保全 

１０．空き地（遊休農地なども含む）の緑化 

１１．太陽光発電施設整備等に伴う山林などの緑の消失を抑制する制度の創設 

１２．わからない 

１３．その他（具体的に：                         ） 

 

問 1０：姫路市では市街地に農地（遊休農地も含む）が点在しており、この農地のあ

り方について、あなたのお考えに近いものはどれですか。（○は１つだけ） 

１．農地として利用しながら保全する 

２．市民農園等として利用しながら保全する 

３．観光農園等として行楽客に利用してもらいながら保全する 

４．小さな農地を集約して大きな農地として利用しながら保全する 

５．花や木を植えて緑地として保全する 

６．公園などの公共施設の用地として活用する 

７．宅地として整備して活用する 

８．今のままでよい 

９．わからない 

１０．その他（具体的に：                        ） 
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緑のまちづくりへの参加についておたずねします 

 

問 1１：緑を守り、増やすために現在、あなたが実践している「緑のまちづくり」の

活動と、今後実践したいと思う「緑のまちづくり」の活動は何ですか。 

（○はいくつでも） 

 現
在
、
実
践
し
て
い
る
活
動 

今
後
、
実
践
し
た
い
活
動 

敷
地
内
等
の
緑
化 

１． 自宅のベランダや玄関先を花や鉢植えで飾る   

２． 自宅の塀を生垣にしたり、庭木を増やす   

３． 自宅の壁や屋上を緑化する   

４． 家庭菜園をつくる   

イ
ベ
ン
ト
・
活
動
等
へ
の
参

５． 学校や公民館、歩道などに花を植える   

６． 緑化イベントなどにボランティア員として参加する   

７． 公園づくりのワークショップなどに参加する   

８． 身近な公園・道路・河川などの除草・清掃活動を行う   

９． 近くにある森林や樹林地などの維持・管理活動を行う   

そ
の
他 

10． 緑に関する基金などの募金に協力する   

11． 地域で緑化や緑の保全に関するルールをつくる   

1２． 地域で公園を運営して利活用したり、勉強会などに参加する   

1３． その他（具体的に：                 ）   
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問 1２：多くの方が、公園や街角、公共施設での花壇づくり、公園の運営・利活用、民有

地等の緑化活動、里山や農地の保全などの「緑のまちづくり」に参加するために

必要なことは何だとお考えですか。（○は２つまで） 

１．同じ目的を持った仲間がいること 

２．参加を呼びかける団体や世話役がいること 

３．仲間の中に助言や指導を行うリーダーがいること 

４．活動に関する情報が得られること 

５．活動に必要な知識や技術を習得すること 

６．活動に必要な経済的な支援があること 

７．活動のための拠点となる施設があること 

８．活動のための時間や期間を自由に選べること 

９．家族や地域の理解や協力を得られること 

10．その他（具体的に：                      ） 

 

問 1３：緑に関するご意見、ご要望などがあれば、ご自由に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。お忙しいなか、ご協力いただきありがとうございました。 
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